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青森県公共事業再評価等審議委員会  委員名簿 
 

区    分 氏      名 所   属 ・ 役   職   等 

委 員 長 阿波   稔 八戸工業大学 工学部 教授 

委    員 石田   清 弘前大学 農学生命科学部 准教授 

委    員 内海 久香 （株）内海青果 取締役専務 

委    員 大橋 忠宏 弘前大学 人文社会科学部 教授 

委    員 樺  克裕 青森公立大学 経営経済学部 教授 

委    員 髙松 利恵子 北里大学 獣医学部 講師 

委    員 南  將人 八戸工業高等専門学校 産業システム工学科 教授 

委    員 森   淳 北里大学 獣医学部 教授 

委    員 森   洋 弘前大学 農学生命科学部 教授 

委    員 渡辺  力 函館工業高等専門学校 社会基盤工学科 教授 

（10 名）  （敬称略・五十音順） 

 

 

青森県公共事業再評価等審議委員会  審議経過 

 

第１回 書面会議により開催 

・開催通知      令和２年６月３０日（火） 

・書面表決書提出期限 令和２年７月１５日（水） 

■令和２年度再評価対象事業に係る県の対応方針(案)の審議〔８地区〕 

■現地調査実施の検討 

■再評価対象事業に係る委員会意見の決定〔８地区〕 

 

第２回 令和２年１０月２８日（水） 

■再評価に関する意見書の取りまとめ 

■令和２年度事後評価結果の審議〔３地区〕 

■事後評価に関する意見書の取りまとめ 

■来年度事後評価対象事業の選定 
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